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 ２．環境の現状と課題 

１．環境の現状  

１）人づくり 

環境意識の啓発 

• 小中学校では、学校内外の奉仕活動や地域の環境に関する学習、学校生活における

省エネ活動などが取り組まれています。しかし、これらの取り組みについて、情報

の把握・共有などが十分になされていません。 

• 事業者の中には、地域の清掃活動や『企業の森づくり』への参加などを通じて、地

域環境保全の取り組みを進めている事業者がいます。また、市外から進出してきた

事業者は、地元と接点を持つ機会があまりない状況にあります。 

• 日吉山の家のように、本市の良好な環境を

活用し、都市圏住民の自然体験活動に取り

組んでいる事業所が存在しています。 

• 市は、広報誌やホームページなどを通じ

て環境関連情報を発信し、市民の意識啓

発に努めています。また、南丹市地球温

暖化防止実行計画を受け、市の事務・事

業における温室効果ガス排出量削減や職

員の環境保全意識の啓発に取り組んでい

ます。 

 

環境関連団体 

• 市内には、エネルギーや水質、森林、生き物、地域の環境保全など、環境に関連す

る活動を行っている様々な団体が存在しています。しかしながら、市内のこれらの

団体相互の情報共有の場やネットワークなどが形成されていません。 

 

 

 

吉富小学校におけるゴーヤの 

植え込みの様子 

資料③ 

表 2－1 市内の環境関連活動団体数 

※アダプト制度 

「Adopt」とは、英語で「養子縁組をする」といった意味があり、アダプト制度とは、公共財を地域

で引き受けるといった意味合いの制度のことを指します。京都府は、この制度を通じて、道路・河川な

どの定期的な美化活動について市民や事業者と契約しています。 

 

団体区分 団体数

環境関連活動団体 11

アダプト制度 17

さわやかボランティアロード団体 10

南丹ふるさとの川愛護団体 7
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環境関連のイベント 

• 市内においては、自然観察会や各種勉強会（講座）など様々なイベントが開催され

ており、これらを通じて市民の環境保全意識の啓発に努めています。 

 

その他の取り組み 

• SGEC 森林認証システムを取得した日吉町森林組合など、事業活動を通じて環境保全

に貢献している事業所が存在しています。 

• 市内には、環境・エネルギー教育施設である『氷室の郷』があり、各種設備や施設

の運営、開催イベントを通じて来場者の環境保全意識の啓発に取り組んでいます。 

 

 

 

 

ビオトープ省エネルーフ 小型メタンガス発生装置 

バイオ屋外トイレ 小型水力発電機 

氷室の郷に導入されている各種環境教育施設 

施設内には、新エネ機器等が多数導入されており、これらの機能を通

じて環境の大切さを学ぶことができます。機器によって発電された電力

は、噴水の動力や夜間照明など施設内で利用されています。 
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２）生活環境 

大気、騒音・振動、悪臭 

• 大気環境について、自動車や排気ガスなどによる問題は特に発生していません。し

かしながら、野外焼却や工場･事業所、畜産施設などから発生する悪臭に対する苦情

が寄せられています。 

• 光化学オキシダントについては、近年大陸からの影響によって南丹市周辺において

も濃度が上昇する現象が起きており、影響が懸念されています。 

• 自動車走行騒音については、道路やトンネルの整備が進み道路交通の利便性が高ま

ったことで、車両走行台数が増え、従来と比べて騒音による周辺環境への影響が広

がっています。 

 

水質 

• 河川水質は、府および市によっ

て定期的に測定が行われてお

り、その結果から概ね良好な環

境が維持されていることがわ

かります。 

• 河川への負荷軽減を目的とし

て、下水道や集落排水処理施設

の整備などを進めており、生活

雑排水による負荷の軽減に努

めています。 

• 市民アンケートや地域ヒアリ

ング結果によると、近年の水質

に対する印象が地域によって

異なっており、美山では悪化、

園部では改善されてきている

という意見が出ている。 

 

 

 

図 2－2 水質調査地点位置図 

● 府測定ポイント 

● 市測定ポイント 

神田橋 

和泉大橋 

安野橋 

図 2－1 BOD 年次値の推移 
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有害化学物質 

• 有害化学物質は、府が内分泌撹乱物質（いわゆる環境ホルモン）やダイオキシン類

について、河川水質、底質などの測定を継続的に行っており、過去数年の測定結果

を見ると基準値内に収まっています。しかしながら、今後も継続的に監視する必要

があります。 

 

事業活動における環境配慮 

• 市は、公害発生の未然防止、公害発生時の適切な対処を図るため、市内 41事業者と

環境保全協定を締結しています。 

 

公害処理状況 

• 公害処理としては、例年、廃

棄物投棄、悪臭に関するもの

が多くなっています。また、

近年は地盤沈下に対する苦情

が増えてきています。 

 

 

 

 

 

 

 

不法投棄等 

• 道路路肩や山林、日吉ダム湖周辺などにおいて、生活系ごみや家電、古タイヤなど

の不法投棄が見られます。このため、市は、特に不法投棄が問題となっている場所

の重点監視やパトロールを実施しています。 

• 昔からの習慣化している不適切なごみ処理

（河川や自己所有地への投棄、野外焼却な

ど）が依然として続けられています。また、

河川へのごみ投棄や河畔林伐採後の竹等の

放置は、下流域の河川水質悪化やごみ処理問

題、海岸・海における漂流漂着物などに大き

く影響しています。 

表 2－2 公害処理件数 

資料：南丹市 

不法投棄の様子 
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３）地域環境資源 

動植物 

• 市内の植生自然度について見ると、コナ

ラ群落、アカマツ群落などの二次林が占

める割合が高く（50％）、次いでスギ・

ヒノキ・サワラ植林などの植林地（32％）

となっています。 

• 山林環境の現状としては、アカマツ林が

マツ枯れによって壊滅状態となっており、

美山地区ではカシノナガキクイムシが運

ぶ病原菌によってナラ類が大きな被害を

受けています。さらに、シカの食害など

様々な原因が重なることで、森の更新が

停滞 

するとともに、土砂の流出が発生しています。また、全国的に竹林の拡大が問題に

なっていますが、本市も同様であり、里山、河畔林等の竹林化が進んでいます。 

• 京都府レッドデータブックに記載されている貴重な生物種が多数市内に生息してい

ます。またその反面、農地や里山などの維持管理不足により、これらの環境に依存

する生き物が生息できなくなってきており、生物多様性の低下が懸念されています。 

• シカ、イノシシ、アライグマなどによる農作物への食害が多発しており、保護柵の

設置などに取り組んでいますが、抜本的な対策にはいたっていません。 

• 国が実施した自然環境基礎調査では、特定植物群落として、地域の代表的群落、典

型的群落など 11 箇所が選定されています。また、巨樹巨木林として 68 件が選定さ

れています。また、京都を代表する自然を紹介している「京都の自然 200 選」は、

本市の植物から動物、歴史的自然環境について、11点が選定されています。 

地形・地質 

• 南丹地域の多くは森林であり、丹波高原とこれに連なる丹波山地の中に園部盆地、

神吉盆地など、数多くの小盆地や谷がつくられています。 

• 貴重な地形・地質としては、京都府レッドデータブックに地形 6 箇所、地質 4 箇所

が示されており、また「京都の自然 200 選」に 2 箇所が選定されています。 

 

 

 

 

 

神吉盆地 

(八木町神吉上地区より神吉盆地を望む) 

丸山 

(ＪＲ胡麻駅付近より丸山を見る) 

出典：京都府レッドデータブック 
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図 2－3 植生自然度の割合 
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景観 

• 本市には、田園や里山、社寺、集落によって構成される良好な農村景観や彩り豊か

な四季が感じられる自然景観、歴史的なまちなみなど、多様な景観資源が存在して

います。このため本市は、景観行政団体として田園風景や歴史的なまちなみ、里山

などの景観の保全に取り組んでいます。 

• 市民が主体となって由良里街道沿いの歩道や住宅のまわりに花植えを行なう「色の

あるまちづくり」の取り組みや、園部駅西口利用事業者が主体となって園部駅西口

の景観整備を検討する協議会活動など、市民、事業者による景観関連の取り組みが

行われています。 

公園・自然歩道 

• るり渓は、大小種々の急流、飛瀑が随

所に見られ、繊細な箱庭式の清流であ

り、両岸に広葉樹やアカマツが色彩を

添えています。このため京都府は、こ

れらの景観を保全するためにるり渓を

京都府立自然公園に指定しています。 

• 四季を通じて手軽に豊かな自然や歴

史・文化とふれあうことを目的として、

府が自然歩道（「近畿自然歩道」、「丹波

散策の道」）を整備しています。 

• 本市の都市計画公園は、街区公園 16ヶ所、近隣公園１ヶ所、総合公園１ヶ所が都市

計画決定されており、95.9％の供用率となっています。その他、大堰川の水辺環境

を活用した緑地が都市計画決定されています。 

歴史・文化 

• 本市は、古くは丹波国の国府が存在していたと考えられており、丹波国の政治、文

化の中心として栄え、各時代の権力者からも重視されるなど、わが国の歴史におい

て重要な役割を果たしてきました。 

• このため、古代の遺跡や神社、寺院、民俗文化財等、多数の文化財、文化遺産が存

在しています。特にかやぶきの里は、伝統的な技法とともに継承された歴史景観が

評価され、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 

農産物 

• 農業産出額のうち畜産が 41％、米が 38％、京のブランド産品等（みず菜、壬生菜、

春菊、九条ねぎ、伏見とうがらし）の生産が行われています。 

• 地域の農作物などを扱う直売所は、市内に 19箇所存在しており、各種情報発信の場

としても重要な役割を担っています。 

るり渓 
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４）循環型社会 

廃棄物 

• ごみ総排出量の推移は、平成 18年度がピークとなっており、その後、減少に転じて

います。また、生活系ごみは減少傾向にあるのに対して、事業系ごみは増加傾向に

あります。1人 1日あたり排出量（総排出量を人口で割ったもの）は、平成 20年度

において 567gとなっています。種類別ごみ収集量について見ると、可燃ごみは増加

傾向にあり、その他は一定量で推移しています。 

• 最終処分は大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フェニックスセンター）にて

行っており、焼却残渣量が増加傾向にあります。 

• 種類別資源化量について見ると、紙類が近年増加傾向にあり、金属類が減少傾向、

その他が一定の水準で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 人 1 日あたり排出量は、集団回収・自家処理を含んだ値となっている。 

図 2－4 ごみ総排出量 

資料：環境省資料を基に作成 
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図 2－5 種類別資源化量 

資料：環境省資料を基に作成 
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資源循環 

• 本市から発生するバイオマスの利用率は、賦存するバイオマスの約半分を占めてい

る家畜排せつ物や食品工場残渣、生ごみなど廃棄物系バイオマスが 70％、稲わら、

林地残材など未利用バイオマスが 18％となっています。 

• 現在、家畜排泄物の利活用が進んでいますが、今後はバイオマスタウン構想に基づ

き、食品工場残さ・生ごみ・下水汚泥のメタン発酵等の利活用を検討する予定です。 

 

エネルギー 

• 平成 20年度における電灯契約（家庭での使用が主と考えられる契約）の電力需要量

は、92百万 kWhとなっており、過去 4年間でも最も多くなっています。 

• 市内では、バイオガス発電施設が南丹市八木バイオエコロジーセンターに、太陽光

発電システムが 5 箇所の小・中学校のほか、南丹市役所美山支所、八木防災センタ

ー、日吉生涯学習センターなどに導入されています。 

• 関西電力による市内の太陽光発電設備からの余剰電力購入実績を見ると、件数・購

入電力量ともに平成 20年度が平成 19年度を上回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水循環 

• 近年、河川上流部を中心に流出土砂の堆積が進行し、河川全体が浅くなるとともに

水面が狭くなり、水辺生物の生息環境に影響を及ぼしています。また、河川護岸は、

草木が繁茂することで自然度が高まった半面、河川に人が近づきにくくなり、河川

の親水性が失われつつあります。 

• 湧水や地下水については、水質が良好であ

り、現在も市民に飲料水として親しまれて

います。また、ため池が 126 箇所存在して

おり、灌漑用水として利用されています。 
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図 2－6 電力（電灯契約）需要量の推移 

資料：関西電力京都営業所 
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図 2－7 市内における余剰電力購入実績 

資料：関西電力京都営業所 
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５）地球環境 

地球温暖化 

• 市内の平成 19 年度（2007 年度）における温室効果ガス排出量は約 223.8 千ｔ-CO2

であり、平成 2年度（1990年度）に比べると約 69.2千ｔ-CO2（44.8％）増加してい

ます。 

• 平成 19年度における部門別内訳をみると、産業部門が 35.1％と最も高い割合を占め

ており、次いで運輸部門（24.4％）、民生家庭部門（14.6％）となっています。部門

別排出量の推移をみると、産業部門が大きく増加しており、民生業務部門、民生家

庭部門、廃棄物部門も増加傾向にあります。 

• 総排出量の大部分を占めるエネルギー起源ＣＯ
２

（産業部門・民生業務部門・民生家

庭部門・運輸部門）について、国および京都府と比較すると、南丹市は京都府に比

べ産業部門の占める割合が高くなっています。また、全国に比べ民生家庭部門、運

輸部門の占める割合が高くなっています。 

• 1人あたりＣＯ
２

排出量について国および京都府と比較すると、南丹市は 5.52 ｔ/人

となっており、京都府に比べやや高く、部門別にみると、産業部門および運輸部門

が京都府に比べやや高くなっています。 

• 市は、市の全ての事務、事業を対象として、平成 19年度に南丹市地球温暖化対策実

行計画を策定し、平成 18 年度を基準年度として平成 24 年度までに温室効果ガスの

排出量を約 4.4％削減することを目標としています。平成 20 年度実績では、温室効

果ガスの排出量を 0.52％（下水道（電気）を除くと 1.29％）削減することができま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210.7

223.8

154.6

0

50

100

150

200

250

300

H2 H17 H19
（年度）

（千t-CO
2
）

図 2－8 温室効果ガス総排出量の推移 
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H19年度 産業部門排出量 ： 約 78.6 t
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表 2－3 温室効果ガス総排出量の推移（部門別） 
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図 2－11 温室効果ガス 部門別排出量の推移 

図 2－9 温室効果ガス総排出量の推移と部門別内訳 

単位：t-CO
2

排出量 構成比 排出量 構成比 排出量 構成比

H2年度

からの増減

温室効果ガス　総排出量 154,634 － 210,657 － 223,845 － 44.8%

産業部門 30,154 19.5% 60,177 28.6% 78,615 35.1% 160.7%

民生業務部門 15,971 10.3% 26,583 12.6% 27,595 12.3% 72.8%

民生家庭部門 29,360 19.0% 37,341 17.7% 32,572 14.6% 10.9%

運輸部門 43,278 28.0% 56,690 26.9% 54,631 24.4% 26.2%

廃棄物部門 1,563 1.0% 1,857 0.9% 1,969 0.9% 26.0%

農業部門 34,308 22.2% 28,009 13.3% 28,463 12.7% -17.0%
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図 2－10 産業部門排出量の内訳 
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図 2－5 南丹市地球温暖化防止実行計画における 

温室効果ガス排出量および削減目標 

 

酸性雨 

• 平成 19 年度における府の測定結果では、降水の pH 値に大きな変化は見られず、ま

た地域的な変化も見られません。 

オゾン層破壊 

• 府は、フロンの自主回収や回収・処理技術講習会の開催など、フロンの排出抑制に

対して積極的な取り組みを推進しており、市においても、冷蔵庫やエアコンなどの

収集を通じて、フロンの適正処理に協力しています。 
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図 2－12 19 年度

★★★★

 エネルギー起源ＣＯ
２

 部門別構成比の比較 

★ 京都府は 14 年度の公表値に基づく 

表 2－4 19 年度

★★★★

における 1 人あたりＣＯ
２

排出量 

単位：t-CO
2

/人

南丹市 全国 京都府

エネルギー起源ＣＯ
２

　合計 5.52 8.70 5.08

産業部門 2.24 3.71 1.57

民生業務部門 0.79 1.86 1.01

民生家庭部門 0.93 1.42 1.07

運輸部門（自動車） 1.56 1.71 1.43

H19年度

★★★★

（2007年度）

★ 京都府は 14 年度の公表値に基づく 
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２．環境の課題  

１）人づくり 

• 市内で取り組まれている環境教育について、情報の把握・共有に努め、市の環境保

全に活用して行く必要があります。 

• 事業者による地域環境保全に向けた活動を推進するため、事業者が活動する機会や

場を提供する仕組みづくりが必要です。 

• 地域の市民団体などの情報共有の場となるネットワークを形成し、環境保全に向け

た活動を支援する必要があります。 

• 市民・事業者に対する環境関連情報の発信や各種イベント等の開催を通じて、意識

啓発をさらに推進させる必要があります。 

 

 

２）生活環境 

• 大気環境、悪臭については、概ね良好な状態が保たれていますが、野外焼却や事業

所などからの悪臭が問題となっており、防止対策に取り組む必要があります。 

• 騒音・振動については、幹線道路沿いなど周辺環境への影響の軽減に取り組む必要

があります。 

• 河川水質を保全するとともにさらなる改善を図るため、生活雑排水、農業排水によ

る河川水質への負荷軽減や浄化対策に取り組む必要があります。 

• 有害化学物質については、現状基準値以内で維持されていますが、今後も継続して

監視を行う必要があります。 

• 事業活動における環境への影響を軽減するため、今後も事業所と環境保全協定を締

結し、公害発生の未然防止などに取り組む必要があります。 

• 不法投棄、ごみのポイ捨ての削減に向けて、市民の意識啓発を図るとともに監視を

強化する必要があります。また、不法投棄が行われない環境づくりを行うなど抜本

的な対策について検討する必要があります。 

• 河川上流域の住民は、上流のごみが下流域へ影響を及ぼしていることを理解し、ご

みが河川へ流入しないように努める必要があります。 
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３）地域環境資源 

• 市の豊かな自然環境を保全するとともに、さらに良好な状態へ回復させる必要があ

ります。 

• シカの食害など様々な原因に伴う森林更新の停滞、土砂の河川への流出など、南丹

市の自然環境を取り巻く様々な課題に対して、総合的に対策を検討する必要があり

ます。 

• 市域に存在する貴重な動植物を計画的に保全する必要があります。 

• シカ、イノシシなどの食害への対策を継続的に進めるとともに、抜本的な取り組み

についても検討する必要があります。 

• 日本の原風景的な自然景観や歴史的なまちなみなどの保全や整備に努めていく必要

があります。 

• 市内の公園や自然歩道などを活用し、自然と触れ合う機会を創出する必要がありま

す。 

• 市内に残されている多数の文化財や文化遺産、また代々伝わる地域の伝統などをこ

れからも守るとともに、次の世代に伝えて行く必要があります。 

 

 

４）循環型社会 

• 増加傾向にある事業系ごみの排出削減、家庭系ごみ削減取り組みのさらなる推進に

努める必要があります。 

• 資源ごみの分別回収、集団回収などを推進し、リサイクルの推進を図るとともに、

最終処分量の削減に努める必要があります。 

• 現在未利用のバイオマスについて、効果的な利活用を図る必要があります。 

• 電気、石油などエネルギー需要量の削減を図るとともに、自然エネルギーの普及に

努める必要があります。 

• 生き物の生息環境、親水性など河川環境の改善を図る必要があります。 

• 地下水、湧水、ため池など、水環境を保全し良好な状態を維持する必要があります。 

 

 

５）地球環境 

• 市内から発生する温室効果ガスは、排出量が増加傾向にあり温暖化の促進につなが

っていることから、削減に向けて取り組む必要があります。 

• フロンガスの適正処理に協力する必要があります。 

 

 


